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(仮)宇治市未来につなぐ都市づくりプラン
検討委員会

素案・案の作成に
関する意見

( )

素案の作成

)（参考：都市再生特別措置法第81条第22項に基づく意見聴取）

素案に対する意見

( )

案の作成

)
案に対する意見

( )

完成版の作成



( )( )

( )( )

出典：国土交通省都市局都市計画課
「立地適正化計画作成の手引き」（令和4年4月）
を引用し作成



背景

未来につなぐ都市づくり

今でも
高密度！

地域の特色があるのに、
集約化のみでいいの？

立地適正化計画



背景

法律の概要（平成２６年）

出典：国土交通省都市局都市計画課
「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概
要」（平成28年9月1日時点版）

出典：国土交通省都市局都市計画課
「立地適正化計画作成の手引き」（令和4年4月）



出典：都市再生特別措置法第81条第2項を引用し作成



居住誘導区域とは

出典：国土交通省都市局都市計画課
「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」（平成28年9月1日時点版）



都市機能誘導区域とは

出典：国土交通省都市局都市計画課「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」（平成28年9月1日時点版）



背景

法律の改正（令和２年）

出典：国土交通省都市局都市計画課
「「安全なまちづくり」・「魅力的なまちづくり」の推進のための都市再
生特別措置法等の改正について」



出典：都市再生特別措置法
第81条第2項を引用し作成

整理

整理

まとめ









参考

出典：国土交通省都市局都市計画課
「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概
要」（平成28年9月1日時点版）











参考

出典：国土交通省
「第12版都市計画運用指針」（令和4年4月）





参考

出典：宇治市都市整備部都市計画課
「宇治市都市計画マスタープラン」（令和4年5月）









参考

出典：国土交通省都市局都市計画課
「都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要」
（平成28年9月1日時点版）
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